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質 問 回 答 書 

令和７年１２月１２日  

 

各 位 

 

 

 

 

 

 仕様書等に対する質問事項に対しては、下記のとおり回答する。（各者統合）     No ２  

 

 

担当課 地球温暖化対策室 

件 名 倉敷市児島支所ほか 109 施設で使用する電気、ほか 15 業務 

番号 質  問  事  項 回        答 

１ 【燃料費（等）調整単価について】 

契約期間中は、みなし小売電気事業者

（中国電力株式会社様）の入札時の約款

に基づく単価を適用させていただきます

が、問題ございませんでしょうか。 

別添１個別条件書 １）料金算式に記載のとおり、

当該施設を管轄する旧一般電気事業者（中国電力株

式会社）が定める要綱等の改定により算定方法に変

更が生じた場合は、変更後の算定方法を適用としま

す。 

２ 【政府の電気料金支援について】 

電気・ガス価格激変緩和対策措置や酷暑

乗り切り緊急支援などの政府の支援政策 

が再度実施されることとなった場合、弊

社では燃料費調整単価からのお値引きで 

はなく、別項目を設けてのお値引きとな

ります。ご了承いただけますでしょう

か。 

値引きの内訳がわかるよう請求書や内訳書等に項

目を明記していただく前提で、承諾します。 

３ 【請求書の送付方法について】 

郵便物の配達遅延及び紛失への対策、改

正電子帳簿保存法への対策、今般の社会 

情勢や環境配慮のためのペーパーレス化

等を目的に、電気料金請求書等の帳票を 

WEB ページでご確認いただく方法をご了

承いただけますでしょうか。 

別添１個別条件書で示す「請求書区分」ごとに、Web

ページのアクセス権限を付与していただく前提で

承諾します。 

４ 【請求書の発行について①】 

弊社では仕様書や契約書（案）に記載が

ない場合、供給施設内にご入居されてい

る企業様に対して分割して請求書を発行

する事が出来ません。供給地点特定番号

毎の請求書発行となりますが、ご了承い

ただけますでしょうか。 

承諾します。 

５ 【請求書の発行について②】 

❶一括請求をご希望の場合、各施設で計

量日が異なる場合まとめて請求書を発行

❶別紙１で示す計量日は「現状の計量日」であり、

令和８年４月１日以降の計量日は、契約書第９条に

より毎月１日午前０：００に電力会社の切替時に設

※番号１～４０：１２月１１日に公開済 
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す 

る事が出来ませんがご了承いただけます

でしょうか。 

❷また一括請求の場合、請求書は郵送と

なり需給施設毎の内訳書については、WEB

ページ上での閲覧及びダウンロードをお

願いしております。ご了承いただけます

でしょうか。 

定していただくことになりますので、契約履行期間

以降で計量日が異なる場合は原則ございません。 

❷仕様書 ９その他（６）に記載している、施設毎

の内訳明細（使用電力量、契約電力、力率、最大需

要電力、請求金額）が WEBページや一括請求書の添

付資料等で確認できる前提で、承諾します。 

６ 【契約電力について】 

①現在の契約電力は仕様書別紙3に記載の

とおりでよろしいでしょうか。異なる場 

合はご教示ください。 

②また現在の契約電力が500kW以上で仕様

書の契約電力と異なる場合、協議制とな

り落札後に明確な根拠を提出して頂きま

すが可能でしょうか。(頂きました根拠が

不十分だった場合、ご希望に沿えない可

能性がございます。) 

①現在の契約電力は非開示とします。別紙２にて令

和６年度の最大需要電力の推移を示しており、その

中の最大値を当該施設の予定契約電力として別紙

３に示していますので、本内容にて契約電力を想定

いただきますようお願いいたします。 

②現在の契約電力が５００ｋＷ以上の施設は、「倉

敷市市民病院」のみで、現在の契約電力は６４０ｋ

Ｗであり、仕様書との相違はありません。令和８年

４月１日からの契約電力の決定については、直近１

年度間の最大需要電力をもとに落札後速やかに協

議を行わせていただきます。 

７ 【計量日について】 

現在の計量日は仕様書別紙1に記載のとお

りでよろしいでしょうか。異なる場合は

ご教示ください。 

御認識のとおりです。ただし、契約書第９条により、

令和８年４月１日以降の計量日は毎月１日午前０：

００となるよう落札者にて切替調整をお願いいた

します。 

８ 【電力供給会社について】 

現在の電力供給会社をご教示ください。 

全施設「中国電力株式会社」です。 

９ 【料金の請求について】 

弊社では、計量結果の報告（通知書）を

請求書に記載しているご利用の内訳で替

えさせて頂いております。検針結果等の

通知書を請求書発行前に別途行うといっ

た対応は行っておりませんが問題ござい

ませんでしょうか。また、検査合格後の

日付にて請求書の再発行は致しかねます

のでご了承いただけますでしょうか。 

承諾します。 

１０ 【使用電力量等のデータ提出について】 

仕様書9.（6）に施設毎に各月の数値をま

とめた編集可能なデータ（Excel又は

CSV）で毎月提出と記載がございますが、

WEBマイページよりご確認いただきダウン

ロードが可能ですが、Excel又はCSV形式

データでのダウンロード・提供は出来か

ねます。PDFデータでのダウンロードが可

能となりますがご了承いただけますでし

ょうか。 

承諾できません。左記の場合は、WEB マイページと

は別に Excel又は CSVデータを電子メール等で提出

していただく必要があります。また、提出先は別添

１個別条件書で示す「請求書区分」単位とします。 

１１ 【途中解約について】 

仕様書等に記載の無い、契約期間中に施

設の閉鎖や移転等により電力の供給停止 

に伴う途中解約が発生する場合、協議の

うえでの解約となりますがご了承いただ 

けますでしょうか。 

承諾します。 

 

１２ 【単価の記載について】 

内訳書に入力する各単価は税込・税抜の

基本料金単価及び電力量単価は「税込」としてくだ

さい。 
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どちらになりますでしょうか。 

税抜単価で入札金額を算定する場合、実

際の契約は税込単価となり、消費税額を

乗じることとなりますので小数点第3位以

下に端数が生じた場合は切り捨てる認識

で問題ないでしょうか。 

１３ 【単価の記載について】 

内訳書の記載に関して、基本料金単価や

従量料金単価は小数点以下2位まで表示し

てよろしいでしょうか。 

御認識のとおりです。 

１４ 【内訳書の記載方法】 

入札時の算定方法について、内訳書等に

記載のない端数処理については以下の端

数処理を使用してよろしいでしょうか。 

① 基本料金＝契約電力×単価×力率

（小数点3位以下切り捨て） 

② 電力量料金＝使用電力量×単価（小

数点3位以下切り捨て） 

③ 燃料費等調整（燃料費調整単価＋市

場価格調整単価）＝使用電力量料金×単

価（小数点3位以下切り捨て） 

④ 再エネ賦課金＝使用電力量×単価

（円未満切り捨て）） 

  ※③④は入札時の算定に含む場合 

⑤ 月合計＝【①、②および③の料金の

合計（円未満切り捨て）】＋④ 

  

税込総額→税抜総額に割り戻す場合 

⑥ 入札金額＝⑤ ×100/110（円未満切

上） 

  ※入札説明書に記載の通りの「消費

税額を加算した額」を落札金額とする場

合、切り上げ処理でないと計算結果に差

が出るため切り上げ処理とさせていただ

きたいです。 

入札時の積算方法は「共通_06 入札附属書（積算内

訳）」の積算方法に示しており、当該積算方法の数式

がエクセルデータ上に入力してありますので、本様

式にて入札価格を算定してください。 

１５ 【内訳書の記載方法】 

入札金額の算定時に力率は100%で計算し

てよろしいでしょうか。 

御認識のとおりです。 

１６ 【内訳書の記載方法】 

入札金額の算定時には、燃料費等調整額

及び再生可能エネルギー発電促進賦課金

は含まない認識でお間違いないでしょう

か。 

御認識のとおりです。 

１７ 【内訳書の封入方法】 

①入札書と同封してよろしいでしょう

か。 

同封する場合、留め方や箇所、割り印等

の指定はございますでしょうか。 

②また、付属書を印刷する際は何枚かに

わけて印刷させていただきますがよろし

いでしょうか。 

①同封してください。留め方等の指定はございませ

ん。 

②わけて印刷していただいてかまいません。また、

各施設の単価が判別できるように印刷してくださ

い。なお、可能な限り入札付属書（内訳書）はＡ３

版で印刷してください。 
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１８ 【入札書について】 

入札書に記載する日付は作成日を記入し

てよろしいでしょうか。 

入札書の「郵送日」を御記入ください。 

１９ 【再入札に関して】 

弊社は、郵送にて立ち合いをせずに入札

予定のため、再入札の際は辞退を予定し

ております。 

その場合、初度入札と同時に再入札辞退

届の提出は必要でしょうか。 

本件の入札回数は１回ですので、再入札辞退届の提

出は不要です。 

２０ 【契約内容について】 

現在の契約電力会社、契約種別をご教示

ください。（適当な単価設計のため必要な

情報となりますのでご教示ください） 

例 〇〇電力 業務用電力、高圧電力等 

現在の契約電力会社は全て中国電力株式会社です。 

現在の契約種別についてですが、入札等で特殊に設

定された施設が大部分のため、中国電力株式会社と

標準メニューで契約した場合の契約種別を示すこ

ととし、契約種別は【資料１ 施設別契約種別】の

とおりです。 

２１ 【契約内容について】 

本契約において、予備電力のご契約は予定

されていますでしょうか。ある場合、種別

は予備電源と予備線のどちらになります

でしょうか。 

予備電力がある場合は、仕様書別紙１ 受電方式に

て種別を示していますので、御確認ください。 

２２ 【契約内容について】 

本契約において、自家発補給電力の契約を

予定されていますでしょうか。ある場合、

内訳書に記載するのは使用月と不使用月

のどちらになりますでしょうか。 

自家発補給電力の契約はございません。 

２３ 【契約電力の変更】 

契約開始時または供給期間中に契約電力

の変更希望及び予定はございますか下記

ご確認をお願いいたします。 

（500kW 未満の実量制契約の場合） 

直近請求書の契約電力を引き継がせてい

ただきます。 

(500kW 以上の協議制契約で契約電力を増

加予定の場合) 

⇒契約開始後の契約電力変更に関しまし

ては、管轄エリア電力会社様の承認が必要

となり書類の提出が必要となるため変更

までにお時間をいただきます。 

（落札後別途弊社に申し出がない場合は

直近の請求書の契約電力を引き継がせて

いただきますのでご了承ください。） 

(500kW 以上の協議制契約で契約電力を減

少予定の場合) 

⇒契約開始後の契約電力変更に関しまし

ては、管轄エリア電力会社様の承認が必要

となり過去 12 か月分のデマンド値が必要

となり、変更まで時間をいただきます。 

 管轄エリア電力会社様の承認が得られ

ない場合は直近の請求書の契約電力とな

ります。 

（落札後別途弊社に申し出がない場合は

直近の請求書の契約電力を引き継がせて

いただきますのでご了承ください。） 

500kW 未満の場合は、契約書第 8 条に記載のとお

り実量制契約ですので、御記載のとおり直近請求書

の契約電力を引き継いでください。 

500kW 以上の協議制契約の場合については、回答

６のとおりです。 
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２４ 【違約金に関して】 

協議制契約(500kW)の場合契約電力変更を

1 年間以内に 2 回以上行う等、お客様起因

にて供給地点エリアの送配電事業者より

違約金を請求された場合は弊社より違約

金相当分をご請求させていただきますが

よろしいでしょうか 

承諾します。 

２５ 【燃料費調整に関して】 

請求書の表記について、 

【繰上検針(計量日 1 日)の場合】 

弊社の料金算定の都合上、2026 年 4 月 1

日から 2026 年 4 月 30 日まで使用した電

気料金は、2026 年 4 月分電気料金として

ご請求することとなります。 

また、燃料費調整額の適用は 2026 年 4 月

分となります。これについて、経理上不都

合はございませんか。 

【分散検針(計量日 1 日以外)の場合】 

弊社の料金算定の都合上、2026 年 4 月 18

日から 2026 年 5 月 17 日まで使用した電

気料金は、2026 年 5 月分電気料金として

ご請求することとなります。 

また、燃料費調整額の適用は 2026 年 5 月

分となります。これについて、経理上不都

合はございませんか。 

※上記日付はあくまでも、一例です。それ

ぞれの検針日により日付は異なります。 

番号７の回答のとおり、全施設計量日は毎月１日午

前０：００となるため、原則繰上検針となり、左記

内容について承諾します。 

２６ 【燃料費調整に関して】 

弊社では契約期間中に燃料費等調整制度

を適用することを前提として単価設定を

行っております。(入札時の単価には燃料費

調整額は含まれておりません） 

契約期間中に適用する燃料費等調整制度

について入札時にみなし小売電気事業者

（旧一般電気事業者）が公表している最新

の約款（以下、みなし小売約款）に基づい

た算定方法を契約期間中適用する認識で

よろしいでしょうか。 

また、契約期間中にみなし小売約款が改定

されても、契約期間満了までは契約開始時

と同じ算定方法を継続いたしますがよろ

しいでしょうか。 

番号１の回答のとおりです。 

２７ 【燃料費調整に関して】 

燃料費等調整制度が変更された場合は、入

札価格と実際の価格に大きく差が生じる

可能性があるため協議に応じていただく

ことは可能でしょうか。 

契約金額の変更協議については、契約書第２条第２

項のとおりです。燃料費調整制度の変更に起因し、

落札者の発電費用と契約金額に大きな金額差が生

じた場合は協議となります。 

２８ 【燃料費調整に関して】 

みなし小売電気事業者（旧一般電気事業

者）の標準供給条件(電気標準約款)の燃調

費調整制度に準じたいのですが問題ござ

いませんでしょうか。 

上記対応が不可能な場合は入札への参加

別添１個別条件書 １）料金算式に記載のとおり、

当該施設を管轄する旧一般電気事業者が定める電

気契約要綱等により算定した単価を使用して、燃料

費等調整額を算定してください。 
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が出来かねる場合がございます。 

２９ 【請求書について】 

弊社の請求書の発行は、原則、検針日から

８～10 営業日迄に発行させていただき、15

営業日迄に原本の到着（請求書の原本郵送

が必要な場合に限る）とさせていただいて

おります。ご了承いただけますでしょう 

か。 

承諾します。 

３０ 【請求書について】 

支払期日について、下記期日でお願いして

おります。ご了承いただけますでしょう

か。 

【銀行振込の場合】検針日から 30 日以内

（検針日から 30 日以内が難しい場合は、

請求書到着より 30 日以内） 

【口座振替の場合】繰上検針で当月 27 日、

分散検針で翌月 14 日（2~15 日）と翌月 27

日（16~31 日）にお振替 

請求書の到着から支払期日まで 15 日以上猶予があ

る前提で承諾します。 

３１ 【請求書について】 

弊社は環境配慮の観点より、紙請求書につ

いては廃止、電子化へ移行しております。

お客さまにはお客さま専用 Web ページに

て請求書を確認頂くことになりますが、問

題ありませんでしょうか。(Web からダウ

ンロード可能) 

番号３の回答のとおりです。 

３２ 【支払方法について】 

お支払いについては口座振替もしくは銀

行振込にてお願いしておりますが、どちら

でのお支払いになる見込みかご教示いた

だけますでしょうか。 

原則、銀行振込とします。 

３３ 【支払方法について】 

【銀行振込を選択される場合はご回答く

ださい】分割請求や分割振込での対応は必

要になりますでしょうか。 

別添 1個別条件書の請求書区分で示す単位未満での

分割請求はありません。 

３４ 【契約書に関して】 

①弊社が落札した場合、契約書や覚書につ

いて協議させていただくことは可能でし

ょうか。 

②また、可能な場合、契約書にない細目的

事項に関しては弊社の電気需給約款に依

拠する形で締結させていただくことは可

能でしょうか。 

① 入札説明書、仕様書、入札書、入札附属書及び

個別条件書を逸脱しない範囲での協議は可能です。 

② ①と同様に協議とします。 

３５ 【契約書に関して】 

①契約書の締結に関して、『落札決定から

14 日以内』と記載されておりますが、こち

らの期限は押印済み契約書が双方の手元

にあり取り交わしを完了させた状態のこ

とか、契約書に記載する締結日の指定かだ

とどちらになりますでしょうか。②また、

こちらの日数は土日・祝日を含みますでし

ょうか。 

① 契約書に記載する締結日です。なお、入札説明

書 ８開札（３）エに示す納税証明書を提出し、か

つ、契約内容について発注者・受注者とも合意した

日が契約日となりますので、これらを１４日以内に

完了する必要があります。 

② 土日祝日を含みますが、最終日が土日祝日の場

合は、最終日後において最も近い平日に契約締結と

なります。 

③ ①のとおりです。 
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③弊社では、内容確定後、社内決裁・製本・

押印・発送等のお時間を頂戴することにな

る予定のため 14 日以内に製本や押印を完

了し郵送まで完了させることは難しいと

考えております。 

そのため、上記期日が取り交わし期日とな

る場合、期日の延長について協議いただく

ことは可能でしょうか。 

３６ 【託送料金の変更に関して】 

基本料金や従量料金を一般送配電事業者

の託送供給約款を基に算出しております。

入札を行った日時以降に当該地域を管轄

する一般送配電事業者の託送供給約款に

変更による原価上昇があった場合、弊社の

基本料金や従量料金単価などの各単価も

それに伴い変更となります。変更があった

場合には単価の変更に関して協議させて

いただけますでしょうか。 

一般送配電事業者の約款変更に伴う原価変動に起

因する単価変更については、上昇・減少分とも協議

とします。 

３７ 「倉敷市児島支所ほか109施設で使用する

電気」について、 

「3.水島支所」及び「78.倉敷市立長尾小

学校」は、契約書（案）の第8条の文言は

適用されますか。 

 

契約書第８条第１項「各月の契約電力は、その１月

の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、 

いずれか大きい値とする。」については適用されま

すが、当該施設は５００ｋＷ未満での契約電力の変

更を想定しているため、契約書に記載のない超過金

等の追加請求は一切認められません。 

３８ ①一般送配電事業者が燃料費調整額の算

定諸元を変更した場合においても、弊社で

は応札時点での算定諸元を、契約期間中継

続して用いて計算させていただきますが、

よろしいでしょうか。 

②燃料費調整額の算定諸元を都度変更が

必要な場合や一般送配電事業者が料金改

定をした場合等、必要に応じて契約単価変

更の協議をご対応頂けますでしょうか。 

① 番号１の回答のとおりです。 

② 番号２７及び番号３６の回答のとおりです。 

 

３９ ①１施設(1 つの供給地点特定番号)の電気

料金のお支払いを複数で分担して支払い

されることはございますか。 

②また、弊社では 1 施設につき 1 つの請求

書のみ発行のため、複数施設への分担した

請求書の発行できませんがよろしいでし

ょうか。 

① 番号３３の回答のとおりです。 

② 承諾します。 

４０ 入札書と入札付属書のホチキス留め、割印

は必要でしょうか。 

不要です。 

４１ ①契約書(案)に定めのない事項について

は、弊社供給条件および料金表によるもの

となります。ご了承いただけますでしょう

か。 

②また、弊社落札の際、契約書(案)において

上記の内容へ記載をご変更いただけます

でしょうか。 

仕様書を契約書に合綴される場合は、上記

の内容へ記載をご変更いただけますでし

ょうか。 

① 契約書第１５条に、「この契約に定めのない事

項については、必要に応じて甲乙協議して定める。」

とあります。各社の標準約款等に基づいて協議を行

うことになりますが、現時点で約款等に記載されて

いるすべての内容についての承諾は出来ません。 

② ①の理由により承諾できません。 
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４２ ①弊社供給条件ではお支払期日は「支払い

義務発生日の翌日から起算して 30日以内」

と定めております。支払義務発生日とは、

弊社が定例検針日を考慮してあらかじめ

定めた日となります。ご了承いただけます

でしょうか。 

②また、弊社落札の際、契約書(案)において

も上記の内容へ記載をご変更いただけま

すでしょうか。 

① 番号３０の回答のとおりです。 

② ①の猶予がある前提で承諾します。 

４３ 遅延利息について弊社の供給条件では、

「その算定の対象となる料金から、消費税

等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセ

ントの割合を乗じて算定してえた金額」と

記載されております。ご了承いただけます

でしょうか。また、弊社落札の際、契約書

(案)においても上記の内容へ記載をご変更

いただけますでしょうか。 

承諾します。 

４４ 消費税または、一般送配電事業者が託送料

金の改定に伴う値上げ、値下げを行った際

に、その改定分の契約単価変更を行います

がよろしいでしょうか。 

番号３６の回答のとおり、協議の上での対応としま

す。 

４５ 弊社では納付書（請求書）払い、もしくは

口座振替（口座引き落とし）となります。 

どちらに対応可能でしょうか。また、取引

先銀行はどちらになりますでしょうか。 

原則、納付書払いです。 

各業務の支払いに使用する主な金融機関は「【資料

２】各契約者金融機関一覧」のとおりです。 

４６ 契約書(案)第 11 条 4 項に、「その金額が 100

円未満であるときは、遅延利息を支払うこ

とを要せず、その額に 100 円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てるものと

する」と記載がございますが、弊社では端

数処理を「円未満切り捨て」で請求させて

いただいております。ご了承いただけます

でしょうか。また、弊社落札の際、契約書

(案)を上記の内容へ記載をご変更、または

削除いただけますでしょうか。 

承諾します。 

４７ 契約電力の超過金について、弊社の供給条

件では、「契約超過電力に料金表に定める

基本料金率を乗じてえた金額をその１月

の力率により割引または割増ししたもの

の 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金と

して申し受けます。」と記載されておりま

す。 

ご了承いただけますでしょうか。 

弊社落札の際、契約書(案)においても上記

の内容を記載いただけますでしょうか。 

承諾します。 

４８ 弊社は単価及び検針結果については WEB

上でのご確認となりますが、ご了承いただ

けますでしょうか。 

承諾します。 

４９ ①今回の入札に関しまして、落札金額等の

公表は公報等で実施される予定でしょう

か。 

②もし公表される場合には、弊社といたし

ましては「総額以外の詳細単価」につきま

① 入札業者名及び入札金額（年間予定総額合計）

についてのみ、事務局ホームページにて公表しま

す。 

② 承諾します。 



9 

 

しては 

公表をお控えいただきたく存じます。ご了

承いただけますでしょうか。 

５０ 入札書に記載する金額は、入札附属書（積

算内訳）「年間予定総額合計（税込）」の金

額を記載するという認識でお間違いない

でしょうか。 

御認識のとおりです。 

５１ ア仕様書 9 その他(7)に関しまして、「契約

電力が増加した場合においても、供給者は

自社の約款に関わらず本仕様書、個別条件

書及び契約書に定める事項以外の料金の

追加請求を行えないものとする。」と記載

がございますが、多くの契約が DM 料金制

ですので、契約電力は変動いたします。ご

了承ください。 

ア仕様書9その他(7)に定める施設についても、契

約書第８条に定める内容については、請求可能で

す。例えば、変圧器増設前の契約電力が１４５ｋ

Ｗで、増設後の最大需要電力が２５０ｋＷとなっ

た場合は、その月以降の契約電力は２５０ｋＷと

して基本料金を請求してください。ただし、本契

約書に定めのない追加料金の請求はできません。 

 

５２ 消費税または、一般送配電事業者が託送料

金の改定に伴う値上げ、値下げを行った際

に、その改定分の契約単価変更を行います

がよろしいでしょうか。 

番号３６の回答のとおり、協議の上での対応としま

す。 

５３ 弊社の基本料金単価及び電力量料金単価

は、燃料費調整の影響も加味して設定して

おり、月々の燃料価格の変動はお客さまへ

転嫁しておりません。（契約期間を通じて

単価の変動なし） 

そのため、弊社が落札した場合は、「燃料費

等調整額」を請求しない契約となります

が、問題ありませんでしょうか。（基本料金

＋電力量料金＋再エネ賦課金） 

承諾できません。契約書第１０条第３項に基づき電

力量料金を変動させてください。 

５４ 現在の、自家発補給電力の契約有無につい

てお教えください。 

また、契約がある場合には、今回の入札額

に含める必要はございますか。 

番号２２の回答のとおりです。 

５５ 現在の、予備線・予備電源の契約有無につ

いてお教えください。 

また、契約がある場合には、今回の入札額

に含める必要はございますか。 

番号２１の回答のとおりです。対象施設の予備線・

予備電源の電気料金を含めて入札価格を算定して

ください。 

５６ 弊社は 1 供給地点ごとに請求書を 1 部発行

しておりますが、本件では、供給地点内で

さらに分割した請求書発行の対応は生じ

ますか。 

１供給地点を分割した請求書の発行は不要ですが、

別添１個別条件書の請求書区分に示す単位での集

約請求書の発行は必要ですのでご留意ください。 

５７ 本件では分割入金の希望はございますか。

ある場合は、入金内訳について事前に弊社

までお知らせいただくことは可能でしょ

うか。 

分割入金はありません。 

５８ 提出する書類の日付は提出日でよろしい

でしょうか。また、入札書の日付のご指定

（例：開札日）等はございますか。 

書類は提出日（郵送の場合は郵送日）を記入してく

ださい。 

５９ 自家発補給電力の契約はありますか。 ありません。 

６０ 【500kW 以上の施設について】現在の契約

電力が 500kW 以上で仕様書の契約電力と

異なる場合、協議制となり落札後に明確な

番号６②の回答のとおりです。 
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根拠を提出して頂きますが可能でしょう

か。(頂きました根拠が不十分だった場合、

ご希望に沿えない可能性がございます。) 

６１ 【500kW 以上の施設について】①現在の契

約電力と②直近 12 か月分の最大需要電力

を教えていただけますでしょうか。③最大

需要電力の実績が現在の契約電力を超過

している場合、最大値に合わせて契約電力

の超過是正を行う予定はありますか。 

① 番号６②の回答のとおりです。 

② 業務番号イ 仕様書別紙２にて、令和６年度の

最大需要電力の推移を示しています。令和７年１月

の最大需要電力：６３８ｋＷを超える値は、直近１

２か月で計測しておりませんので、直近１２か月の

最大需要電力の開示についてはご容赦ください。 

③ 現在の契約電力は②のとおり超過していませ

んが、今後是正が必要になった場合は、落札後速や

かに協議を行わせていただきます。 

６２ 【500kW 以上の施設について】①契約電力

が 1 施設で 500kW 以上（協議制）の施設

については、契約開始前に仕様書記載の契

約電力を超過した場合、仕様書記載の契約

電力での申込が一般送配電事業者に却下

される可能性がございます。その場合は超

過した契約電力でのご契約となりますが

ご了承いただけますでしょうか。②また、

その際契約単価の変更協議には応じてい

ただけますでしょうか。 

① 承諾します。 

② 承諾できません。 

６３ 【500kW 以上の施設について】供給開始後

に最大需要電力が契約電力を超過した場

合、一般送配電事業者の指示のもと、超過

金の支払いではなく契約電力の超過是正

をいたします。（超過是正については弊社

で決定するものではなく、一般送配電事業

者の指示のもと対応すべき事項です。）そ

の際、契約単価の変更が生じますが問題ご

ざいませんでしょうか。 

契約書第８条のとおり、超過金の支払い及び契約電

力の超過是正については承諾します。契約単価の変

更については承諾できません。 

６４ 【500kW 未満の施設について】①契約期間

中に増設工事等により、契約電力が 500kW

以上の協議制となる予定はございますで

しょうか。②仮に、契約期間中に協議制と

なった場合には契約単価の変更協議に応

じていただけますでしょうか。 

① 予定はありません。 

② 承諾できません。 

６５ 予備電力のご契約はございますでしょう

か。ある場合、予備電源と予備線のどちら

になりますでしょうか。 

番号２１の回答のとおりです。 

６６ ①弊社では電気料金のお支払は、振込、口

座振替となり、振込みの場合振込手数料は

お客様負担をお願いしておりますがご了

承いただけますでしょうか。②また、弊社

では支払義務発生日（計量日）の翌日から

起算して 30 日以内を支払期日としており

ます。ご了承いただけますでしょうか。 

① 電気料金の支払いは原則「振込」です。また、

振込手数料については承諾します。 

② 番号３０の回答のとおりです。 

６７ 請求書発行について、弊社では毎月 7 営業

日頃の発送となっておりますが了承いた

だけますでしょうか。 

承諾します。 

６８ 送電開始日は計量日と同日でしょうか。相

違している場合、弊社と契約後の計量日は

毎月 1 日となる可能性がございます。ご了

現状の計量日は、仕様書別紙１に示すとおりであ

り、令和８年４月１日以降の計量日は、契約書第９

条により、毎月１日午前０：００となるよう落札者
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承いただけますでしょうか。 にて切替調整をお願いいたします。 

６９ 電気料金の計算は需要場所単位に行いま

す。需要場所に会計主体の異なるテナント

等があっても、電気料金を分割して計算、

ご請求することはできませんが、よろしい

でしょうか。 

分割請求が必要な施設はありません。 

７０ 電気料金は、一施設毎に請求書通りの金額

でお支払いいただけるという認識でよろ

しいでしょうか。（１枚の請求書に対し複

数から支払われるということはありませ

んでしょうか）複数からのお支払が発生す

る場合、事前にお支払金額の内訳を通知い

ただくことは可能でしょうか。 

１枚の請求書に対し複数から支払われるというこ

とはありません。ただし、別添１個別条件書の請求

書区分に示す単位での集約請求書の発行は必要で

すのでご留意ください。 

７１ 請求時の基本料金の算定方法について、弊

社では（基本料金単価×契約電力）＋力率

割引・割増相当額により算定しておりま

す。基本料金および力率割引については個

別に計算しますが、力率割引の考え方は旧

一般電気事業者の定義と同じです。例）力

率が 100％の場合、基本料金を 15％割引し

ます。上記算定方法にてご了承いただけま

すでしょうか。 

基本料金の算定方法は、別添１個別条件書１）料金

算式に示すとおりです。 

７２ 自動検針装置はついていますか。未設置の

場合供給開始までに日数を要します。落札

後に未設置が発覚した場合開始申込の希

望開始ができない可能性もございますの

でご注意ください。 

自動検針装置の有無については、仕様書別紙１に示

すとおりです。 

７３ 仮に弊社が落札した場合、契約書の内容お

よび契約書に記載がない事柄について協

議いただくことは可能でしょうか。契約書

の内容を変更することが難しい場合、協議

内容について別途覚書を締結することは

可能でしょうか。 

入札説明書、仕様書、入札書、入札附属書及び個別

条件書を逸脱しない範囲での協議は可能であり、契

約書の変更及び別途覚書の締結についても協議次

第です。 

７４ ①入札書と内訳書につきまして、割印、ホ

ッチキス留めなど、指定はありますか。②

また、郵送提出の際、入札書、内訳書を封

入した内封筒と、郵送用の外封筒での二重

封筒で提出する必要はありますでしょう

か。 

① 指定はありません。 

② 入札説明書７（４）に記載のとおり、二重封筒

としてください。 

７５ 入札金額を算出する際、下記の認識でよろ

しいでしょうか。①基本料金及び電力量料

金の各単価には消費税および地方消費税

を含むことができる。②基本料金および電

力量料金は端数処理を行わず小数点第二

位まで含むことができる。③各月の基本料

金と電力量料金の合計額に 1 円未満の端数

が生じたときは、月ごとにその端数を切り

捨てる。④1 年間の総額（税込）より入札

金額（税抜）を算出する際、1 円未満の端

数を切り上げる。 

① 基本料金及び電力量料金の各単価は「税込」で

設定してください。 

②③④ 番号１４の回答のとおりです。 
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７６ 各施設分の予定契約電力および予定使用

電力量を合計し、1 つの内訳書を作成して

もよろしいでしょうか。複数施設の内訳書

をそれぞれの施設作成する必要がある場

合、各拠点の税込金額を税抜に直したのち

に足し合わせるのか、全施設の税込み金額

を合計した後に、税抜きに直すのかどちら

になりますでしょうか。 

本市の様式である「共通_06入札附属書（積算内訳）」

以外による入札金額の算定は認めておりません。 

７７ 各施設においてプラン形態（季節別・時間

帯別等）が異なる場合、全て季節別プラン

として内訳書を作成してもよろしいでし

ょうか。 

「共通_06入札附属書（積算内訳）」に従い、全施設

季節別プラン（夏季・その他季での電力量料金単価

設定）としてください。 

７８ 入札書と内訳書およびその他提出書類に

ついて、Excel もしくは Word データでい

ただくことは可能でしょうか。不可の場

合、任意様式で作成しても良いですか。 

開札に係る資料で、編集が必要なデータについて

は、編集可能なデータをホームページ上でアップし

ています。任意様式の作成は認めません。 

７９ 弊社が落札した場合に、弊社独自の算定方

法に基づき、燃料費調整額（電源調達調整

単価）を算出することは可能でしょうか。 

承諾できません。 

８０ ①弊社が契約に至った場合、入札時点の約

款に基づく燃料費等調整額の算定諸元を

契約満了まで適応させていただきますが、

ご了承いただけますか。②ご了承いただけ

ない場合、旧一般電気事業者が、契約期間

中に燃料費等調整額の算定諸元を変更し

た際には、旧一般電気事業者が新たに設け

た算定諸元を適応いたしますが、その際に

契約単価の見直し協議は可能でしょうか。 

① 番号１の回答のとおり、承諾できません。 

② 番号２７の回答のとおりです。 

８１ 燃料費調整額が発生しない（請求を行わな

い）料金制度での応札、契約締結は可能で

すか。 

承諾できません。 

８２ 落札業者は開札日に決定いたしますでし

ょうか。開札日に確認ができない場合、何

月何日までに確認可能かご教示ください。 

応札者には開札日当日中にメールにて落札者に該

当するかどうかを通知します。開札結果の公表につ

いては、遅くとも令和８年１月２０日までに事務局

ホームページにて公表します。 

８３ 入札金額の算定方法に関わらず、実際の電

気料金ご請求時には基本料金、電力量料金

（燃料費等調整額がある場合はそれを含

む）は小数点第２位まで保持し、再生可能

エネルギー発電促進賦課金および合計金

額は円未満切り捨て、契約単価は税込みと

させていただきますがよろしいでしょう

か。 

落札後、実際の電気料金算定における計算過程の円

未満の端数処理に関しては、落札者の約款等に基づ

く標準的な算定方法にていただいて構いません。 

８４ 落札後、またはご契約中に、一般送配電事

業者による託送料金や損失率の変更があ

った場合には、それに伴い、ご契約の電気

料金単価に相当分を上乗せさせていただ

くことがございます。この上乗せ分はすべ

て一般送配電事業者に支払われるもので

あり、当社の利益にはなりません。ご了承

いただけますでしょうか。 

番号３６の回答のとおり、協議の上での対応としま

す。 
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８５ 合算請求書の発行が必要な場合、各施設の

個別の請求書についてはマイページでご

確認いただく対応となりますがよろしい

でしょうか。 

合算請求書の内訳となる各施設の個別請求書につ

いて、施設毎の内訳明細（使用電力量、契約電力、

力率、最大需要電力、請求金額）がマイページで確

認でき、ダウンロードできる前提で、承諾します。

また、マイページでダウンロードできるデータの中

に、使用電力量、契約電力、最大需要電力、請求金

額について施設毎に各月の数値をまとめた編集可

能なデータ（Excel又は CSV）がない場合は、別途で

当該データを提出してください。 

８６ 計量結果の報告および検査について、弊社

では計量結果の報告を別途行うといった

対応は行っておりません。ご利用の内訳が

記載されております電気料金請求書及び

請求確定後にマイページより確認できる

請求データによりご確認・ご対応いただけ

ますでしょうか。また、検査後の日付にて

請求書の再発行は致しかねますのでご了

承願います。 

承諾します。 

８７ 落札者が決まらず２回目以降の入札が行

われる場合は辞退させていただきたく考

えております。その場合の初度入札書提出

時に２回目入札の辞退届の提出をあらか

じめする必要はありますでしょうか。辞退

届が必要な場合の様式等もご教示いただ

けますでしょうか。 

番号１９の回答のとおりです。 

８８ 契約書の提出期限や、締結日の期限はござ

いますでしょうか。契約内容確定後、社内

決裁・製本・押印・発送等のお時間を頂戴

することになるため、指定の日数がある場

合そちらの日程での提出ができかねる可

能性がございます。その場合、提出日の延

長について協議いただくことは可能でし

ょうか。 

入札説明書 ９その他（３）に記載のとおり、落札

決定した日から１４日以内の日に契約締結する必

要があり、契約締結の定義は、番号３５の回答のと

おりです。 

８９ 発行される請求書につきまして「燃料費調

整単価」「市場価格調整単価」の項目は分か

れず合計値で「燃料費等調整額」と記載さ

れる形となりますが問題ございませんで

しょうか。 

左記の２項目については問題ございません。 

９０ 仕様書 9 その他(1)について、料金の算定上

必要な計量機器類及びその付属装置等に

ついては当該区域の一般送配電事業者の

持ち物となり、弊社では負担できかねま

す。こちらについては、一般送配電事業者

の負担において実施するという認識でよ

ろしいでしょうか。 

御認識のとおりです。 

９１ 仕様書 9 その他(6)にございます、「使用電

力量、契約電力、最大需要電力、請求金額

について、施設毎に各月の数値をまとめ、

編集可能なデータ（Excel 又は CSV）で毎

月提出すること」とございますが、こちら

WEB 上のお客様マイページで閲覧可能で

あれば問題ないでしょうか。また、ダウン

ロード可能なファイルは PDF のみとなり

「編集可能なデータ（Excel 又は CSV）」を「電子メ

ールにて提出」または「WEB サービス上にて取得」

する必要がありますので、PDF データのみの取得と

なる場合は承諾できません。別途で編集可能なデー

タを提出いただく必要がございます。 
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ますがご了承いただけますでしょうか。 

９２ 現在分散検針の施設については、供給開始

日を計量日とし、契約期間についても令和

8 年 4 月の計量日～令和 9 年 4 月の計量日

の前日として切替・契約をすることは可能

でしょうか。 

分散検針かどうかに関わらず、契約期間は契約締結

日から令和９年３月３１日であり、履行期間（電力

供給期間）は令和８年４月１日から令和９年３月３

１日です。令和８年４月１日以降の計量日は、契約

書第９条により、令和８年４月１日以降の計量日は

毎月１日午前０：００となるよう落札者にて切替調

整をお願いいたします。 

９３ 市場連動、または市場連動を含むプランで

の応札は可能でしょうか。 

承諾できません。 

９４ 落札結果の公表は総額のみで、単価公表は

なしという認識でよろしいですか。 

御認識のとおりです。入札書に記載した入札業者名

及び入札金額を公表します。 

９５ 仮に弊社が落札した場合、契約書（案）の

内容について協議いただくことは可能で

すか。 

入札説明書、仕様書、入札書、入札附属書及び個別

条件書を逸脱しない範囲での協議は可能です。 

９６ 入札金額の積算については、指定の内訳書

を使用し積算いたしますが、当社は、下記

記載の端数処理を用いて電気料金を算出

いたします。仮に弊社が落札した場合、以

下を適用することになりますが、よろしい

ですか。 

・基本料金および電力量料金の各単価に

は、消費税を含むものとし、各月の基本料

金および電力量料金の各小計においては、

小数点以下第２位まで保持（小数点以下第

３位を四捨五入）。 

・基本料金と電力量料金の合計金額を端数

処理（単位を１円とし、その端数は切捨て

る）。 

番号８３の回答のとおりです。 

９７ 入札書の入札金額欄には、入札附属書で算

出した【年間予定総額合計（税込）】を記載

し、含まれる消費税及び地方消費税につい

ては、円未満の端数を切り捨てするという

認識でよろしいですか。 

入札書の入札金額欄には、入札附属書で算出した

【年間予定総額合計（税込）】を記載し、含まれる消

費税及び地方消費税については、入札附属書で算定

した【年間予定総額合計（税込）】－【年間予定総額

合計（税抜）】にて算出した数値を記載してくださ

い。 

９８ 当社は算出率を用いて予備電力の料金を

算出するため、予備電力については、小数

点第３位まで生じることがございます。 

入札金額を積算するにあたり、小数点第３

位までの単価を用いて積算し、仮に弊社が

落札した場合は、小数点以下第３位までの

単価での契約となりますが、ご了承いただ

けますか。 

入札価格の算定においては、予備電力の単価につい

ても基本料金単価と同様に扱いますので小数点第

２位までとしてください。 

落札後の予備電力に係る契約単価については、小数

点以下第３位まで含むことについて承諾します。 

９９ 仮に当社が落札した場合、契約締結に際し

ては、別の代理人（事業所の長）に契約締

結の権限を委任し、契約締結することは可

能ですか。可能な場合、落札後、契約締結

までに委任状を提出する対応でよろしい

ですか。 

承諾します。 
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 100 燃料費調整額について、「その他定めのな

い供給条件については、当該地域を管轄す

る一般送配電事業者が定める約款、要綱等

による」とありますが、各社が独自に定め

る燃料費等調整額（燃料費等調整を行わ

ず、燃料費等調整額を請求しない場合を含

む）による契約は不可との認識で相違ない 

でしょうか。 

御認識のとおりです。 

当該施設を管轄する旧一般電気事業者の定める燃

料費等調整制度により電力量料金を変動させる必

要があり、その算定方法は別添１個別条件書 １）

料金算式のとおりです。 

101 各社が独自に定める燃料費等調整額（燃料

費等調整を行わず、燃料費等調整額を請求

しない場合を含む）による契約が可能な場

合、本入札では燃料費等調整額を含めない

料金で落札者が決定されるため、実際の燃

料費等調整額を含めた請求額では必ずし

も落札者が最安とならないケースが考え

られます。 

落札者の決定にあたっては、例えば各社の

至近の燃料費等調整額の実績を参照する

等、燃料費等調整額制度の違いを考慮いた

だけますでしょうか。 

番号 100の回答のとおり、燃料費等調整を行わない

料金体系での入札価格算定及び契約は認めており

ません。 

102 契約書に以下の文言を追加させていただ

けますか。 

乙（供給者）は、この契約の締結後、乙の

定める電気契約要綱・標準料金表に変更が

ある場合、乙は甲（入札実施機関）へ通知

のうえ、変更後の電気契約要綱・標準料金

表に基づき、契約金額を変更することがで

きる。 

承諾できません。契約金額改定の協議は、契約書第

２条第２項に基づき行います。 


